
 

 

議案第３８号 

 

山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について 

山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成３０年２月１９日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例（平成２４年山陽小野田市条例第４５号）の

一部を次のように改正する。 

第４条中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

第５条第１項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」

に改める。 

第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」を「指定地域密着型介

護老人福祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着

型サービス基準条例第１７８条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」に、「する」を

「し、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに

当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指



 

 

定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下

となる数とする」に改める。 

第４４条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養

型医療施設」に、「限る。）」を「限る。）又は介護医療院」に改める。 

第４５条第３項、第４６条、第６０条第３項、第７２条第２項及び第７３条

中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療院」に改める。 

第７８条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知

徹底を図ること。 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

第８３条第３項中「介護老人保健施設」を「介護老人保健施設、介護医療

院」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第３８号参考資料 

 

山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例新旧対照表 

改正後 改正前 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予

防認知症対応型通所介護（以下「指定介護予防認知症対応

型通所介護」という。）の事業は、その認知症（法第５条

の２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。）である

利用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態に

ある者を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日

常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の

心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維

持又は向上を目指すものでなければならない。 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予

防認知症対応型通所介護（以下「指定介護予防認知症対応

型通所介護」という。）の事業は、その認知症（法第５条

の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）である利用者

（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者

を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅において、自

立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活

上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機

能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。 

  

（従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養

護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護

老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に規

定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施

設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下

（従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養

護老人ホーム等（特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護

老人ホームをいう。以下同じ。）、同法第２０条の４に規

定する養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施

設、社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項におい
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この項において同じ。）に併設されていない事業所におい

て行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。）

の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所にお

いて行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をい

う。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の

員数は、次のとおりとする。 

て同じ。）に併設されていない事業所において行われる指

定介護予防認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行う

者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養

護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる

指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。）の事業を行

う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者の員数は、次のとお

りとする。 

 (1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

  

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の

利用定員（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同

生活住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１５項に

規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定

地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域

密着型サービス基準条例第１７８条に規定するユニット型

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の

利用定員（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業所又は指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同

生活住居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１５項に

規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに、指定

地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

においては施設ごとに１日当たり３人以下とする。 
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指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項にお

いて同じ。）を除く。）においては施設ごとに１日当たり

３人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり

１２人以下となる数とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（従業者の員数等） 

第４４条 （略） 

（従業者の員数等） 

第４４条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人

員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護

従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄

に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、

同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人

員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護

従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄

に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、

同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができ

る。 
当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施

設、指定介護療養型医療施設（医

療法(昭和２３年法律第２０５号)

第７条第２項第４号に規定する療

養病床を有する診療所であるもの

に限る。）又は介護医療院 

介護職員 当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設

又は指定介護療養型医療施設（医

療法(昭和２３年法律第２０５号)

第７条第２項第４号に規定する療

養病床を有する診療所であるもの

に限る。） 

介護職員 
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（略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） 

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

（管理者） 

第４５条 （略） 

（管理者） 

第４５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老

人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介護老人

保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サービ

ス基準条例第１９３条に規定する指定複合型サービス事業

所をいう。次条において同じ。）、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護

福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をい

う。次条、第７２条第２項及び第７３条において同じ。）

として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有

する者であって、別に市長が定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老

人デイサービスセンターをいう。以下同じ。）、介護老人

保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複

合型サービス事業所（指定地域密着型サービス基準条例第

１９３条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次

条において同じ。）、指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法

第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次条、第

７２条第２項及び第７３条において同じ。）として３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であっ

て、別に市長が定める研修を修了しているものでなければ

ならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代

表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共

同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪

問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代

表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等と

して認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は
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有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経

営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった

経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了し

ているものでなければならない。 

  

（協力医療機関等） 

第６０条 （略） 

（協力医療機関等） 

第６０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、

病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

  

（管理者） 

第７２条 （略） 

（管理者） 

第７２条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を

有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であっ

て、別に市長が定める研修を修了しているものでなければ

ならない。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を

有し、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所

等の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者であって、別に市長

が定める研修を修了しているものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表 （指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表
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者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の

代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て、認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は

保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業

の経営に携わった経験を有する者であって、別に市長が定

める研修を修了しているものでなければならない。 

者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の

代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事

業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症であ

る者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっ

た経験を有する者であって、別に市長が定める研修を修了

しているものでなければならない。 

  

（身体的拘束等の禁止） 

第７８条 （略） 

（身体的拘束等の禁止） 

第７８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会

を３月に１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に実施すること。 

 

  

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 
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第８３条 （略） 第８３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サー

ビスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、

病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サー

ビスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

 


